
診療の基本理念

インフォームドコンセントと自己決定権
患者さんは、医療の内容、治療方法、検査内容、危険性などわかりやすい言葉で説明をうけ、

理解し、納得のもとに適切な医療をうける権利があります。医療方針について、他の医療機

関での医師のセカンドオピニオンをうけることができます。そのために診療情報を請求するこ

とができます。 ※インフォームド・コンセント 「十分な説明を受けた上での同意」 を意味します。

ご
来
院
の
方
へ

院
長
　吉
岡 

純
二

１．　 患者さんが安心して受けられる診療

２． 患者さんの尊厳性、人権、意思を尊重した診療

３． たゆまぬ自己研鑽に基づく、良質で温かみのある診療

４． 地域医療機関との良好な連携に基づく診療


